
令和３年度中山間地域等直接支払事業の実施状況について 

 

１ 中山間地域等直接支払制度について 

  中山間地域の農業・農村は、農地を耕作することで水源涵養、洪水の防止、土壌の侵

食や崩壊の防止、豊かな景観の形成などの多面的な機能を発揮し、都市住民を含む多く

の国民の財産と豊かな暮らしを守っています。 

  平成１２年度にスタートしたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対

して交付金を交付し、適切な農地管理と集落の共同活動等に活用することで、将来に豊

かな農地と自然を守り伝えるために実施されているものです。 

  平成１７年度からは、今まで以上に、生産性・収益向上、担い手の育成、都市住民と

の交流や学校教育との連携など、将来に向けた農業生産活動を継続する前向きな取組を

促進する仕組みに改善されました。 

  平成２２年度からの第３期対策は、高齢化の進行にも配慮した、より取り組みやすい

制度に見直され、実施されました。 

  平成２７年度からは、農業生産活動を将来に向けて維持する活動の支援について、集

落の維持・強化の観点から制度拡充を図り、実施されています。 

  令和２年度からは、地域の農業生産の維持・発展や地域の活性化についての新たな加

算措置（棚田地域振興活動加算、集落機能強化加算、生産性向上加算）が追加されていま

す。 

 

２ 令和３年度の実施状況について 

   協定の数           集落協定数 ４７ 

              個別協定数  １ 

   交付対象面積     ４，２２４，３２２㎡ 

交付金額      ５５，１３３，９９１円 

協定の取組内容 

① 単価の区分 

体制整備単価 ４７（９８％） 

     基礎単価    １ 

② 加算の状況 

加算措置に取り組んでいる協定数     １８（３７．５％） 

取組の内訳  棚田地域振興活動    ０ 

           超急傾斜農地保全管理 １５ 

           集落協定広域化     ０ 

           集落機能強化      １ 

           生産性向上       ２ 

 

 

 



【用語について】 

（１）基礎単価 

   集落協定の将来像を明確化し、５年間の最低限の農地管理活動等を行う場合の単

価（体制整備単価の８割） 

（２）体制整備単価  

上記基礎単価に加えて、協定期間内に自立的かつ継続的な農業生産活動体制の整

備に向けた強化を行う場合の単価（通常単価） 

 （３）加算措置 

   より積極的な取組を行う場合において、別途加算される措置。 

① 棚田地域振興活動加算 

認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の進行を図る取組

を行う集落を支援 

    ②超急傾斜農地保全管理加算 

      超急傾斜地（田：１/１０以上、畑：２０度以上）の農用地について、その保

全や有効活用に取り組む集落を支援 

③ 集落協定広域化加算 

他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結し、当該協定に基づく活動におい

て主導的な役割を担う人材を確保した上で取組を行う集落を支援 

④ 集落機能強化加算 

新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）を強化する取組を行う

集落を支援 

⑤ 生産性向上加算 

生産効率の向上、管理の省力化、営農の省力化、高付加価値型農業の実践、地

場産農産物等の加工・販売等の取り組みを行う集落を支援 


